
規　　　　　　　　約

平成26年 ４ 月改定
� 静岡県書道連盟

第 1条� 本連盟は静岡県書道連盟と称し、事務所
を当年度事務局長宅に置く。ただし、銀行口座
については会計部長が管理することとし、銀行
口座を管理する住所を会計部長宅とする。
第 2条� 本連盟は書道の普及、書道芸術の昂揚及
び書道教育の振興と会員相互の親睦を図ること
を目的とする。
第 3条� 本連盟の趣旨に賛同するものを以て会員
とし所定の会費を収める。「但し 2年以上会費
を滞納した場合は、退会とみなし本人に連絡の
うえ会員名簿より削除する。」
第 ４条� 本連盟は第 2条の目的を遂行するため次
の事業を行なう。
　　　展覧会　講習会　研究会
　その他必要と認めた事業
第 5条� 本連盟に次の役員をおく。
会長 1名　副会長若干名　理事長 1名　
副理事長若干名　会計監事若干名　
常任理事若干名　理事若干名
第 6条� 会長及び理事長は総会において選任する。
　副会長は会長が要請し、理事会の承認を経て委
嘱する。
　副理事長は理事長が要請し理事会の承認を経て
委嘱する。
⑵　会長は連盟を代表してこれを総理する。
⑶　副会長は会長を補佐し、会長事故あるとき
はこれを代理する。
⑷　理事長は会長を補佐し、会務を処理する。
⑸　副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あ
るときはこれを代理する。

第 7条� 理事は総会において選任する。
⑵　理事は理事会を構成し連盟の重要事項を審
議する。

第 8条� 常任理事は理事の互選による。
⑵　常任理事は常任理事会を構成し、連盟の事
業遂行の審議に当たる。

第 9条� 会計監事は総会において選任する。
⑵　会計監事は連盟の会計監査に当たる。
⑶　会計監事は連盟の活動を掌握するため理事
会、常任理事会に出席できる。（但し議決権
は有しない。）

第10条� 役員の任期は 2年とする。但し再選を妨
げない。

第11条� 連盟に顧問及び相談役をおくことができ
る。
⑵　顧問及び相談役は会長が推薦し、理事会の
承認を経て会長が委嘱する。任期は顧問につ
いては終身とする。相談役については 2年と
し再任は妨げない。
⑶　顧問・相談役は必要に応じ、連盟の諮問に
こたえる。

第12条� 連盟は本部役員会及び運営委員会を組織
し、事業の運営、執行に当たる。
⑵　本部役員会は、正副会長、正副理事長、本
部正副事務局長、本部書きぞめ展役員、東・
中・西支局長及び事務局長、各部長で組織す
る。
⑶　運営委員は理事長が委嘱し、任期は 2年と
する。但し、再任は防げない。
⑷　運営委員長は理事長が兼任する。
⑸　事務局（長）を置き、運営に必要な各委員
会・部・局を設ける。
⑹　総務委員は、本部役員経験者で各部の諮問
に応える。

第13条� 連盟の会議は総会、理事会及び常任理事
会とし、総会は会長が招集し、その議長は会長
又は会長が指名する者、理事会及び常任理事会
は、理事長が招集し、その議長は理事長又は理
事長が指名する者が議長となる。
第14条� 総会は年 1回開催する。但し必要がある
時には臨時に開催することができる。
⑵　総会は次の事項を議決又は承認する。
①連盟の事業報告及び事業計画
②連盟の予算及び決算
③規約の変更
④役員の改選
⑤その他の重要事項

第15条� 理事会は必要により随時開催し、次の事
項を議決する。但し、緊急を要する事項が生じ
た場合は本部役員会に一任する。
①　総会に提出する議案
②　連盟の運営上重要な事項

第16条� 常任理事会は必要により随時開催し、次
の事項を審議する。
①　展覧会、講習会、研究会等の開催
②　その他必要な事項
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第17条� すべての会議はその出席者の過半数の同
意によって議決する。
⑵　可否同数の場合は議長の決するところによ
る。
⑶　出席できない構成員はあらかじめ通知され
た事項について代理人に委任することができ、
この場合は出席したものとみなす。

第18条� 連盟の経費は次の収入をもってこれに当
たる。
1．会費　事業収益　寄付金　その他
2．会費は会員と役員に分け、会員年額 3 ,500
円、役員年額 5 ,000円とする。
3．顧問・相談役の会費は役員と同額とする。
４．入会金は 1 ,000円とする。
5．当年度の会費納入は、その年の 7月31日ま
でとする。

第19条� 連盟の会計年度は毎年 ４月 1日に始まり
翌年 3月31日に終る。
第20条� 連盟に会員名簿、金銭出納簿、その他関
係簿冊を備え必要事項を記録する。
第21条� 本連盟は第 2条の目的を遂行し、その運
営を円滑にするため、東・中・西の地区に支局
をおき、その地域に支部を設ける。
　　支部の運営は連盟の定める支部規約による。
第22条� 本連盟は県芸術文化の興隆を計り、各部
門の横の連携を保つため静岡県文化協会に加入
する。
第23条� 静岡県文化協会の理事には当連盟より理
事長を送る。
第24条� 連盟の名誉を著しく損する行為のあった
者は理事会の承認を得て会長が除名する。

　付　　則
第 1条� この規約について必要な細則は理事会の
承認を得て会長がこれを定める。
第 2条� この規約は昭和51年 ４ 月 1 日から施行す
る。
第 3条� 会員に対する慶弔金、見舞金は次の場合
に贈る。
1．会員の死亡………弔慰金・花輪を含めて
� 10,000円程度とする。 　
2．会員家屋の全焼全壊……見舞金15,000円
　　但し、特別の場合は別途協議する。
3．�祝い金、義援金などについては、本部役員
会において協議し支出する。

第 ４条� 連盟に対し功労のあった者は静岡県書道
連盟表彰規定に基づき顕彰する。

内　　　　　 規
公 募 展 内 規
� （平成29年 ４ 月改定）
1 �．本連盟の目的とする書道の普及・昂揚・振興
を図るため、書作品を公募し展覧会を開催する。
２．名称を「静岡県書道連盟公募展」とし、年 1
回実施する。
３．公募展の出品者は静岡県内に在住する満16才
以上の者とし、本連盟の理事以上の役員の出品
は認めない。又、底辺拡大の意味で、県芸術祭
（県展）入賞経験者の出品も認めない。
４．公募展の運営は公募展部がこれにあたる。
５．作品の審査は本連盟の常任理事以上及び支局
相談役・総務委員・支部相談役がこれにあたる。
６．出品料は有料とする。
７．作品を鑑別審査し、展示する。特に優秀な作
品には賞を授与する。
8．本内規は平成 ２年度から改組公募展として実
施する。

役員推薦基準内規
� （平成29年 ４ 月改定）
1 ．役員（理事・常任理事）推薦は各支局ごとに
行い、それは次の基準によるものとする。
⑴　Ａ�，常任理事は連盟運営の中心となり、諸事

業の推進をはかり、活動する者とし連盟諸
事業（以下①～⑫）に該当の70％を超える
出席・参加等の実績を以て協力度とみなし、
推薦の基準とする。
①総会　②理事会　③常任理事会　
④連盟展出品　⑤連盟展懇親会　
⑥夏季講習会　⑦公募展出品要請協力　
⑧公募展審査　
⑨書きぞめ展出品要請協力又は運営協力　
⑩新年会　　⑪新春書作家展出品　
⑫基本的に推薦教授資格又はふじのくに芸術祭委嘱

　　Ｂ�，理事は連盟運営の中心となり、諸事業の
推進をはかり、活動する者とし連盟諸事業
（以下①～⑩）に該当の50％を超える出席・
参加等の実績を以て協力度とみなし、推薦
の基準とする。
①総会　②理事会　③連盟展出品　
④連盟展懇親会　⑤夏季講習会　
⑥公募展出品要請協力　
⑦書きぞめ展出品要請協力又は運営協力　
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⑧新年会　　⑨新春書作家展出品　
⑩基本的に推薦教授資格又はふじのくに芸術祭委嘱
　理事は連盟に継続 ３年以上在籍し、原則
として推薦教授資格認定試験に合格してい
ることを要す。
Ｃ�，このほか、各支局・支部において推薦基
準に加えるものがあれば、それぞれ協議し
てきめるものとし、支部・支局の事情等も
加味した上で支局役員会にはかり、支局と
しての推薦とする。
Ｄ�，協力度については、任期 ２年間を通した
ものとする。

⑵　常任理事は理事就任後 ３年以上経過している
ことを要す。
⑶　役員定数は連盟会員数に対し、おおむね平均
20％とする。
⑷　特別の理由のある場合は、その都度協議する。
２ .　会長、理事長候補推薦
　各支局15名により構成する推薦委員会を設け
て協議し、理事会の承認を得て推薦する。
３．連盟内外を問わず、有識者など連盟の質的向
上に寄与いただける方を、本部役員会において
客員に推薦し、総会の承認を得る。
４．支局役員
　理事長の要請により、各支局は支局役員（支
局長、支局事務局長）候補者を推薦することが
できる。
５．支局に支局相談役をおくことができる。
　支局相談役は、表彰規定に該当し、被表彰者
等、又各支局において貢献した者とし支局役員
会で推挙し、本部役員会にはかり決定するもの
とする。相談役は、本部総務委員と同格とし、
公募展審査等の資格を有する。
６ .　各支局に運営上必要な役員をおくことがで
きる。会計、会計監事、運営委員とし、運営委
員については、各支局の実情にあわせ、原則と
して支部長、現本部役員を含め、又担当副理事
長及び支局三役が推薦する者で構成するものと
する。

推薦教授の認定授与に関する内規
� （平成21年 ４ 月改定）
　静岡県書道連盟推薦教授の資格認定に関する内
規を次のように定める。
1 �．推薦教授の資格認定は、理事会において推挙
された若干名の審査委員により、審査委員会を

組織し、審査会の成績をもとにして協議のうえ、
合格者にこれを与える。
2．審査委員会は、原則として年 1回行う。
3．認定料は、有料とし、認定証授与の時納付する。
４ �．認定を受けようとする者は、下記の事項に該
当し、所定の手続きをするものとする。
①�　県書道連盟に入会し、満 3年以上経過して
いるもの。
②�　県書道連盟諸事業に協力し、実績が認めら
れるもの。
③�　相当な書歴を有し、かつ指導能力があると
認められるもの。
④�　連盟主催の夏季講習会に参加し、受講証の
交付を受けているもの。
⑤�　以上について、書道連盟理事以上の役職者に
より資格を有すると認められ、推薦されたもの。

― 推薦教授資格認定試験申し込み手続き要項 ―

　推薦教授資格認定試験は、次の手続きにより申
し込むものとする。
1 �．受験申し込みは、下記の①～③を、 3月末日
までに推薦教授部部長宛に提出すること。
①　申込書　ボールペンにて楷書で記す。
� （付記 9・連盟会報に掲載する書式・ 1通）
②　推薦書　�連盟理事以上の役職者による推薦

書。（規定の書式による付記 8）
③　受験料は、有料とする。
2 �．審査の対象とするものを下記（イ）（ロ）とし、（イ）（ロ）
は、 5月末日までに推薦教授部部長宛に郵送に
より提出すること。

（イ）　課　題
①　漢　　字　�楷・行・草　三体を半切タテ書

きに各 1葉。
②　か　　な　半切タテ書き　 1葉。
③　臨　　書　半切タテ書き　 1葉。
④　半紙手本　学生を対象とした手本

半紙タテ書き
平がな・楷・行各 1葉

⑤　細　　楷　半紙　タテ書き
　課題は、連盟会報・ホームページに掲載する
要項によるものとする。
　紙質については各課題とも自由。

（ロ）　創作作品（未表装・半切以内）
　尚、当年度連盟展に参加すること。
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静岡県書道連盟表彰規定
� （平成21年 ４ 月改定）　

（規定の目的）
第 1条�　この規定は、本県書道連盟における功労

者の表彰について必要な事項を定める。
（被表彰者の範囲）
第 2条
1 �　被表彰者の範囲は、次のとおりとし、本県
書道連盟規約第 2条の目的の事業運営に関し
功労顕著なる者で、会長がこれを表彰する。
⑴　 1期以上会長の職にあった者
⑵�　 2 期以上副会長及び理事長の職にあった
者
⑶�　 3 期以上副理事長、会計監事及び運営委
員会の事務局長、支局長、支局事務局長、
部長、支部長の職にあった者
⑷　満10年以上常任理事の職にあった者
⑸　その他表彰に価する者
⑹�　本連盟に対し、多額な金額または価格10
万円以上の物品寄付をした者

2 �　前項（ 2）から（ 5）に該当する者は、そ
の者が最後の役職を退職した時に表彰する。

（表彰審査委員会）
第 3条�　前条に該当すると認められる者について

は、静岡県書道連盟表彰審査委員会（以下
「委員会」という）の議決を経て、被表彰
者を決定する。
②�　委員会の委員は、正副理事長、正副事務
局長、支局長、支局事務局長、各運営部長、
支部長をもって構成する。
③�　委員会の委員の任期は、前項の役職の在
職期間とし、役職を退職したときは、後任
者がこれを引き継ぐ。
④�　委員会の委員長は、理事長とし、委員会
の会務を総理し、会議の議長となる。
⑤�　委員長に事故あるときは、委員会の指名
する委員が、その職務を代理する。
⑥�　委員会は委員長が招集し、過半数の出席
をもって成立し、議事は出席委員の過半数
で決する。
　ただし、委員は自己の表彰審査の議事に
加わることはできない。

⑦�　この規定を定めるもののほか、委員会に
関し必要な事項は、委員長が定める。

（被表彰者の推薦）
第 ４条�　被表彰者の推薦は、本部事務局長、支局

長、部長、支部長が各々の部門の意見を聞
き、理事長に推薦する。
②�　推薦者は表彰期日の 2ヶ月前までに、第
1号様式に掲げる事項を記載した書類を提
出するものとする。

（表彰期日）
第 5条�　表彰は隔年総会又は新年会のときとし、

必要に応じ他の期に行うことができる。
（在任期間の計算）
第 6条�　第 2条の在任年数は、次により計算する。
⑴�　 1 ヶ年に満たない端数は 1ヶ年とする。
⑵　在任期間は、各役職を通算する。

（表彰状等）
第 7条�　被表彰者には、表彰状及び記念品を贈る。
②�　表彰状は第 2号様式に準ずるものとする。
③�　記念品は、被表彰者の事蹟に従い、その
都度定める。
④�　前項の記念品を決定するときは、委員会
の議決を経なければならない。

（死亡者の場合の措置）
第 8条�　被表彰者が死亡者であった場合、表彰状

及び記念品は、これを遺族に贈る。
（表彰台帳）
第 9条�　委員長は、第 3号様式による表彰台帳を

備え、表彰の実施その他の事項を登載して
おかなければならない。

　　附　　　則
1　この規定は平成 6年 ４月より施行する。
（経過措置）
2 �　この規定施行前の第 2条の者の顕彰について
は、別に協議する。
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支　�部　�規　�約

第 1条　本連盟は規約第 2条の目的並びに第 ４条
の事業を推進するに当り、その趣旨の徹底と理
解を全会員に浸透させ、活動の強化と円滑を図
るため、支部を設定するものとする。
第 2条　支部の名称は当該地区における地域の固
有名称を冠するものとする。（但し会員数によっ
ては近接の市町村を併合、分離して組織するこ
とが出来る。）
第 3条　支部は東部、中部、西部の三大地区に該
当する「支局」に属し、その管轄のもとにあっ
て運営するものとする。
第 ４条　支部は当該支局と密接な連携をとり、各
支部並びに支部会員相互の親睦とその発展に寄
与するよう努力する。
第 5条　支部に次の役員をおく。
　　　支部長　 1名　　運営委員　若干名
支部の実情に応じて、支部委員会の承認を得た
うえで、副支部長、事務局長、会計、会計監事、
支部相談役をおくことができる。
第 6条　各支局並びに各支部は、本連盟の趣旨に
基づき事業を推進するものとする。
第 7条　支部が本連盟の運営について意見を有す
るときは、支局を経て本連盟に具申することが
出来る。
第 8条　支部が行う事業について必要と認められ
るとき、本連盟はこれを支援することが出来る。
第 9  条　本規約は昭和51年 ４ 月 1 日よりこれを
施行する。

　　　　付　　　則
　役員の任期は本連盟の規約に準ずる。

支�部�一�覧�表

 東 部 支 局
〈熱海・伊東支部〉

　熱 海 市・伊 東 市
〈下田支部〉　　 下 田 市・賀 茂 郡
〈三島支部〉　　 伊豆の国市・田 方 郡・伊 豆 市

　賀 茂 郡・三 島 市・駿 東 郡
〈御殿場支部〉　 御殿場市・駿 東 郡（小山町）
〈沼津・裾野支部〉

　裾 野 市・沼 津 市
〈富士支部〉　　 富 士 市
〈富士宮支部〉　 富士宮市

 中 部 支 局
〈清水支部〉　　 静 岡 市（清水区）
〈静岡支部〉　　 静 岡 市（葵区・駿河区）
〈焼津支部〉　　 焼 津 市
〈藤枝支部〉　　 藤 枝 市
〈島田・榛原支部〉

　島 田 市・榛 原 郡・牧之原市

 西 部 支 局
〈掛川・菊川・御前崎支部〉

　掛 川 市・菊 川 市・御前崎市
〈袋井・森支部〉袋 井 市・周 智 郡
〈磐田支部〉　　 磐 田 市
〈浜松中支部〉　 浜 松 市（中区）
〈浜松東南支部〉浜 松 市（東区・南区）
〈浜松北支部〉　 浜 松 市（北区）
〈浜松西・湖西支部〉

　浜 松 市（西区）・湖 西 市
〈浜北・天竜支部〉

　浜 松 市（浜北区・天竜区）
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静岡県書道連盟　便　覧
�

（平成29年 ４ 月改定）

入�会�手�続　�入会は、連盟所定の申込書の各項目
欄に該当事項を詳細に記入の上、入
会金1,000円、年会費3,500円を添えて、
在住地区の支部長に提出（必ず県書
連会員の推薦を要す）する。
○�支部長より順次　下記のように連絡する。
2部（コピー可）

※�入会申込書は会報、名簿末尾（付記 5）
に書式記載。

本部副事務局長　平松　春麗� 携帯 090-2689-7131
　42７-0046　島田市若松町279３-17� FAX 0547-36-2748

会�費�納�入　�年会費は会員が3,500円、役員5,000円
で当該年度の 7月末日迄に在住支局
又は支部会計に納入する。
※�連盟規約第 3条により、「 2年以上
会費を滞納した場合は、退会とみな
し会員名簿より削除します」。在住
地区の団体及び教授会々費と混同し
ない様、会費納入の証拠として必ず
領収書は保存する事。

住�所�変�更　�住所、住居表示、電話、姓雅号変更、
退会等　異動事項は書類にて、入会
時同様の手順で連絡する。（付記 6）

会　　　員　会員死亡の場合、速やかに当該地区
慶弔事故等　�支部長に連絡の事。火災等の事故も

これに準ずる。
推�薦�教�授　連盟推薦教授試験の詳細は、会報及
の　　　件　�びホームページに掲載、関連内規は

会員名簿に記載。受験希望者はこれ
等精読の事。
○�夏季講習・公募展等の参加も加味す
る。

後�援�申�請　各種行事案内（付記 ４）連盟後援申
依　頼　等　�請など総て本部事務局宛連絡の事。

行事案内は会報部長にも送付の事。
※�後援申請は、後記（付記10）見本に
より行事名、期日、会場、主催者、
内容等を記載の上、本部事務局に送
付の事。

本部会計及び支部会計
本人 → ①当該支部長  　　 ②本部副事務局長　平松春麗

》費会《
支局・支部会計

会計部長《会費》
本部会計　　戸本　松庭　　　　　　　　TEL・FAX
　　425-0061　焼津市中根153- 1 � 05４-62４-3651
郵便局口座 記号12310- 2  番号23929181 静岡県書道連盟

東部支局会計　後藤　里果　　　　　　　　TEL・FAX
　　418-0044　富士宮市大中里943� 054４-26-4478
郵便振替　�00890-9-55851�　静岡県書道連盟東部支局

中部支局会計　各支部会計へ
� （詳しくは各支部長にお問い合わせください）

西部支局会計　片岡　慧流　　　　　　　　TEL・FAX
　　432-8005　浜松市西区神ヶ谷町1341-1� 053-485-4356
　　　　　　　小野　錦泉　　　　　　　　TEL・FAX
　　437-1612　御前崎市池新田1678-7� 0537-86-8052
郵便振替　�00800-7-58834�　静岡県書道連盟西部支局
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各　部　の　担　当

◇書きぞめ展・書写推進委員会
書きぞめ展・書写推進委員会は、書きぞめ展
および書写推進を統括し、東・中・西各支局
が運営を掌握、各地区に於いて、それぞれ実
施する。また児童生徒に対して書写教育を推
進し、連盟会員のスキルアップをはかる。
◎書きぞめ展は幼年から中学まで全県下同一
課題にて行う。
◎審査は県書道連盟理事以上か、又は各地区
に於いてそれにふさわしい者があたる。

◇研究会（夏季講習会）本部委員会
東・中・西各支局持ち回りで、年に 1回 1泊
の研修会を行なう。各支局が企画・立案・実
施まで責任を持って行なう。併せて、会員相
互の親睦を一層深める。
◎夏季講習会の本部委員長は理事長、副委員
長は当該支局の副理事長が担当する。
◎夏季講習会の会期・会場・講師についての
原案を作成し、本部役員会にはかり決定す
る。
◎作業内容
◦募集要項等各種印刷物の作成と送付。
◦開催前後の諸事務および準備のすべてを
行なう。
◦終了後、決算報告書を作成し本部会計部
長に報告、清算する。

1．本部事務局
◎事務局長宅に事務所を置く。
◎理事長より依嘱された事項の事務処理を行
なう。
◎常に、本連盟の役員との意志の疎通を図り、
連盟の目的とする活動・事業を把握し推進
する。各部担当の独立した活動についても
接点的な役割をはたす。事務局だよりを会
報に掲載。
◎総会・新年会各種会議の設定と招集ならび
に会議の進行、議事録の作成と報告・保管。
又、それら議事録（抜粋）を会報に掲載、
全会員とのコミュニケーションをはかる。

◎功労者表彰制度の実施をする。県書道連盟
表彰に基づき、該当する被表彰者の表彰台
帳を作成管理する。
◎総会等諸会議がスムースに運営されるよう
活動する。
◎静岡県書道連盟ホームページの管理。
行事や会議などの最新情報を随時更新する。
◎常に、全会員の動静には気を配り、変動に
対応し会員名簿を作成（隔年毎）する。
◎芸術・文化に関する他の分野の団体との協
力・協調の接点となる。

2．会　計　部
県書連の健全な運営のための基本財源である
会費を徴集し、会計処理を行なう。また、各
運営部活動全般の経理を把握する。静岡県書
道連盟主催諸事業を各支局・各支部で実施し
たとき、その会計については本部会計監事の
監査を受けることとし、本部会計は収支を把
握する。
◎会員からの会費徴集、事務処理。
◎各部での経費について、その支払いと事務
処理。
◎総会での決算報告、予算書案の提案。

3．推薦教授部
◎募集要項は会報及びホームページに記載。
◎審査委員会（審査員の資格は県書道連盟顧
問、会長、副会長、理事長、副理事長、事
務局長および県芸術祭書道部門委嘱作家）
に若干名依頼する。
◎認定証授与式　於　夏季講習会

４．公 募 展 部
広く県民一般より書道作品を公募し、書道文
化の昂揚を図る。また、書道底辺の拡大、会
員の発掘、レベルアップを図ることを目的と
する。
◎作業内容としては
◦募集要項、出品票、ポスター作成と送付
◦審査員（常任理事以上）への依頼状発送
◦審査事務処理　◦貼付け作業
◦展示・展覧　　◦表彰式

－付記2－
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5 ．連 盟 展 部
連盟展を行なうことに依り、連盟会員全体の
書技のレベルアップを図ると共にお互いに切
磋琢磨する。
◎連盟展を年 1回開催し、最終日に反省会・
懇親会を行なう。
◎作業内容としては
◦後援の申請と依頼・ポスター作成
◦出品要項、申し込み書の送付
◦出品目録作成
◦東・中・西支局地域の搬出入業者案内
◦展示・展覧
◦会報記載記事作成　等

6．会　報　部
県書道連盟の運営状況、事業内容、会員の消
息等を会員に知らせるべく、会報を発行する。
◎年 1回会報発行（ 5月）
◎会報の内容……事業内容の記録、一般会員
の寄稿、その他特別企画。

そ の 他 関 係 書 展

新春書作家展　�東・中・西の 3地区に於いて、年頭
の作品展を開催。
◎出品資格は、東・中・西支局にて各々
定める。

委嘱作家展　�県芸術祭、書道部門委嘱者に出品を
依頼し、展覧会を行なう。

－付記3－
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県書連主要行事一覧表（多少変更を含む）

　月日 　行事名 　案内等
1月上旬 新春書作家展（東中西役員） 案内状発送
1月 県書連新年会 日時・会場等は案内発送
1月 委嘱作家展 案内状発送
1月、 ２月 各地区書きぞめ展・展示・表彰式 各地区担当
３月 総会を控え常任理事会 案内発送
３月 総会を控え理事会 案内発送
３月 支部書写活動の報告会
４月下旬 県書連定時総会 案内発送
５月上旬 県展審査員推薦委員会（委嘱決定） 委員に案内状発送
５月 会報作成・発送 会報部
６月中旬 連盟展（募集、展示、展覧、懇親会）
６月中旬 推薦教授認定試験 要項＝会報に発表
６月中旬 公募展受付
７月中旬 公募展審査（常任理事以上）
8月下旬 夏季講習会 当該地区より案内状発送
９月 隔年会員名簿作成 事務局
９月 公募展　展示　表彰式 受賞者に案内
９・10・11月 県芸術祭書道部門開催に協力
10月 書写実技研修会 書きぞめ展・書写推進委員会
12月 各支局・支部書きぞめ展始動 各地区書きぞめ委員会

（会議等）本部役員会議、総務会、常任理事会、理事会、特別委員会（規約検討委等）は随時開催する。

ふりがな ふりがな

姓　号 本  名

生 年 月 日

職  業

入会支部名 支部

電話番号または
携帯電話

F A X

師  匠

備  考

入 会 金　1,000円

年 会 費　3,500円

入会年月日

＊この部分をコピーして使用

　　納める。

＊支部長は入会者の入会金・年会費を東・西部は支局会計へ、中部は支部会計へ

を添えて申し込みます

年　　　　　　　月　　　　　　　日

推 薦 者

   　　　            氏　　   名

　   入　　　会　　　　     　　年　　   　      月　　　　       日　　　　　　　

　　県書道連盟会員の推薦が必要です

【会員の入会手続き】　会員名簿便覧参照

        ＊入会は上記の申込書の各項目欄に該当事項を楷書で正確に記入の上、

           もう１枚は当該支局事務局長に提出する。（原本は支部長が保管）

  入会金1,000円,年会費3,500円を添えて在住地区の支部長に提出する。

 （必ず県書道連盟会員の推薦を要する。）支部長の住所は11ページ参照。

         ＊支部長は入会申込書を２枚コピーし、１部は本部副事務局長（担当 平松春麗）、

  <　　　　　　　　>　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　

  <　　　　　　　　>　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　

上記の通り

静岡県書道連盟　　入 会 申 込 書 

　　　　年　　　　　月　　　　日生 男　　 ・　 　女

住  所
　　〒　　　  　　　－　　　　　　　　
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ふりがな ふりがな

姓　号 本  名

生 年 月 日

職  業

入会支部名 支部

電話番号または
携帯電話

F A X

師  匠

備  考

入 会 金　1,000円

年 会 費　3,500円

入会年月日

＊この部分をコピーして使用

　　納める。

＊支部長は入会者の入会金・年会費を東・西部は支局会計へ、中部は支部会計へ

を添えて申し込みます

年　　　　　　　月　　　　　　　日

推 薦 者

   　　　            氏　　   名

　   入　　　会　　　　     　　年　　   　      月　　　　       日　　　　　　　

　　県書道連盟会員の推薦が必要です

【会員の入会手続き】　会員名簿便覧参照

        ＊入会は上記の申込書の各項目欄に該当事項を楷書で正確に記入の上、

           もう１枚は当該支局事務局長に提出する。（原本は支部長が保管）

  入会金1,000円,年会費3,500円を添えて在住地区の支部長に提出する。

 （必ず県書道連盟会員の推薦を要する。）支部長の住所は11ページ参照。

         ＊支部長は入会申込書を２枚コピーし、１部は本部副事務局長（担当 平松春麗）、

  <　　　　　　　　>　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　

  <　　　　　　　　>　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　

上記の通り

静岡県書道連盟　　入 会 申 込 書 

　　　　年　　　　　月　　　　日生 男　　 ・　 　女

住  所
　　〒　　　  　　　－　　　　　　　　

－付記5－

静岡県書道連盟



会員ラベル申込書 年 月 日 

者 名 連盟会 に る。 
名  号 

   

書道 会  

 

 

役職 に 役職 てに で で さい。  

・会 県・ ・ ・  

・ 上 県・ ・ ・ 上に ま ます。 

・ 上 県・ ・ ・  

・ 名  

こ に 名 ・ ・ 役・ 役 ・ 役・ ・会 ま ます。 

 
 
 
 
 

日 年 月 日 までに 記入して さい  
 

ー 名 に と ます。 

・ に ますので を て し で さい。 

し ・ の受 に ていた ます。  

の 、 にて いたします。 

に て で い あ ます。 

し  静岡 の  

   

 
 

の ・  
 

 

出日 年 月 日 

の を で で さい。 

・ 、 姓・ 号・ 会・  

号・ 、 TEL・FAX  

静岡県書道連盟 

会     
 会 名 ー  

※ を 書         ( )を入 る。  

※この をコピーして 。 

・ の  
た 、上記の に を に記入の上、 長に

提出する。 

長 コピーし 長  、 長
に する。 

長 する。 ※ 会 こ に て する。  

の  
に する 、会 の 長に上記の を提出する。 

 
長 コピーし、 
の 長、 長  、 長

に する。 
 
 

 

 
 

 
 

姓 

号 

姓 

号 

名 

 

 

名 

TEL 

TEL 

FAX 

FAX 
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会員ラベル申込書 年 月 日 

者 名 連盟会 に る。 
名  号 

   

書道 会  

 

 

役職 に 役職 てに で で さい。  

・会 県・ ・ ・  

・ 上 県・ ・ ・ 上に ま ます。 

・ 上 県・ ・ ・  

・ 名  

こ に 名 ・ ・ 役・ 役 ・ 役・ ・会 ま ます。 

 
 
 
 
 

日 年 月 日 までに 記入して さい  
 

ー 名 に と ます。 

・ に ますので を て し で さい。 

し ・ の受 に ていた ます。  

の 、 にて いたします。 

に て で い あ ます。 

し  静岡 の  

   

 
 

の ・  
 

 

出日 年 月 日 

の を で で さい。 

・ 、 姓・ 号・ 会・  

号・ 、 TEL・FAX  

静岡県書道連盟 

会     
 会 名 ー  

※ を 書         ( )を入 る。  

※この をコピーして 。 

・ の  
た 、上記の に を に記入の上、 長に

提出する。 

長 コピーし 長  、 長
に する。 

長 する。 ※ 会 こ に て する。  

の  
に する 、会 の 長に上記の を提出する。 

 
長 コピーし、 
の 長、 長  、 長

に する。 
 
 

 

 
 

 
 

姓 

号 

姓 

号 

名 

 

 

名 

TEL 

TEL 

FAX 

FAX 
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　　　年　　　　月　　　　日

　　静岡県書道連盟御中

私儀

　静岡県書道連盟推薦教授資格認定試験を受験致し度く

提出書類および受験料５，０００円を添えて申し込みます。

郵便番号 　　　－

住 所

電話番号

ふりがな

姓 号

ふりがな

本 名 印

新受験　　　　再受験　　　（どちらかに○）

※楷書、ボールペン字で、数字は算用数字でご記入下さい。

推薦教授資格認定試験申込書

夏季講習会出席年度　　平成　　令和　　　　年度

（受験申込み年度に近い出席年度を記入して下さい）

 

推 
 

薦  

書 

受 

験 

者 

名 

（ 
 
 
 
 

 
 

   
 

） 

 
 

 

右
の
者 
書
技
及
び
、
知
識
、
人
格
共
に
静
岡
県
書
道
連
盟 

推
薦
教
授
の
資
格
を
得
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
者
で
あ
る
と 

認
め
ま
す
の
で
こ
こ
に
推
薦
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 

 
 
 
 

年 
 
 

 

月 
 

 
 

日 推
薦
者
の
役
職
名
・
姓
号 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

印 

静
岡
県
書
道
連
盟
会
長
殿 

※上記書式をコピーしてご記入の上、提出して下さい。 
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　　　年　　　　月　　　　日

　　静岡県書道連盟御中

私儀

　静岡県書道連盟推薦教授資格認定試験を受験致し度く

提出書類および受験料５，０００円を添えて申し込みます。

郵便番号 　　　－

住 所

電話番号

ふりがな

姓 号

ふりがな

本 名 印

新受験　　　　再受験　　　（どちらかに○）

※楷書、ボールペン字で、数字は算用数字でご記入下さい。

推薦教授資格認定試験申込書

夏季講習会出席年度　　平成　　令和　　　　年度

（受験申込み年度に近い出席年度を記入して下さい）

 

推 
 

薦  

書 

受 

験 

者 

名 

（ 
 
 
 
 

 
 

   
 

） 

 
 

 

右
の
者 

書
技
及
び
、
知
識
、
人
格
共
に
静
岡
県
書
道
連
盟 

推
薦
教
授
の
資
格
を
得
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
者
で
あ
る
と 

認
め
ま
す
の
で
こ
こ
に
推
薦
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 

 
 
 
 

年 
 
 

 

月 
 

 
 

日 推
薦
者
の
役
職
名
・
姓
号 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

印 

静
岡
県
書
道
連
盟
会
長
殿 

※上記書式をコピーしてご記入の上、提出して下さい。 
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※上記書式をコピーしてご記入の上、 を た を て あて して 
さい。 

  

 
 年  月  日 

静 岡 県 書 道 連 盟 

長      

  者    

 

名  

名  

下記 に いて、静岡県書道連盟のご をいた た いたします。 

記 

   名                      

 会 年 月 日 年  月 日 

 会                      

   者      

 

名  

    

 の  
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関�連�先�住�所　・　電　　話
東　　部 電 話 番 号 住　　所

Plaza�Verde
（プラサ ヴェルデ）

ＴＥＬ：055-920-4100
ＦＡＸ：055-920-4101

〒410-0801
沼津市大手町1-1-4

富士市文化会館
（ロゼシアター）

ＴＥＬ：0545-60-2510
ＦＡＸ：0545-60-2505�

〒416-0953
富士市蓼原町1750番地

沼津市文化会館 ＴＥＬ：055-932-6111
ＦＡＸ：055-933-2049

〒410-0832
沼津市御幸町15番1号

三島市民生涯学習センター ＴＥＬ：055-983-0881
ＦＡＸ：055-983-0870

〒411-0035
三島市大宮町1-8-38

中　　部 電 話 番 号 住　　所

静岡市民文化会館 ＴＥＬ：05４-251-3751
ＦＡＸ：05４-251-9219

〒420-0856
静岡市葵区駿府町2番90号�

静岡市民ギャラリー ＴＥＬ：05４-221-1017 〒420-0853
静岡市葵区追手町5番1号

グランシップ ＴＥＬ：05４-203-5713 〒422-8005
静岡市駿河区池田79-4

ホテルグランヒルズ静岡 ＴＥＬ：05４-28４-0111� 〒422-8575
静岡市駿河区南町18-1

静岡県男女共同企画
センターあざれあ ＴＥＬ：05４-255-8440 〒422-8063

静岡市駿河区馬渕1丁目17-1
静岡県総合福祉会館
シズウェル ＴＥＬ：05４-25４-5221 〒420-0856

静岡市葵区駿府町1-70
静岡県総合研修所
もくせい会館
（静岡県職員会館）

ＴＥＬ：05４-245-1595
ＦＡＸ：05４-245-1669

〒420-0839
静岡市葵区鷹匠3-6-1

パルシェ会議室 ＴＥＬ：05４-252-2202 〒420-0851
静岡市葵区黒金町49番地

静岡市東部勤労者福祉
センター清水テルサ ＴＥＬ：05４-355-3111 〒42４-0823

静岡市清水区島崎町223

ホテルアンビア松風閣 ＴＥＬ：05４-628-3131
ＦＡＸ：05４-628-5166

〒425-0012
静岡県焼津市浜当目1541

西　　部 電 話 番 号 住　　所

クリエート浜松 ＴＥＬ：053-453-5311
ＦＡＸ：053-453-5379

〒430-0916
浜松市中区早馬町2番地の1

SBS浜松総局プレスタワー ＴＥＬ：053-452-8800 〒430-0927
浜松市中区旭町11-1

遠鉄百貨店 ＴＥＬ：053-457-0001 〒430-8588
浜松市中区砂山町320－2

ホテル　ザ・ハマナコ ＴＥＬ：053-592-2222
ＦＡＸ：053-592-5522

〒431-0101
浜松市西区雄踏町山崎4396-1

浜松市地域情報センター ＴＥＬ：053-456-5000 〒430-0929
浜松市中区中央一丁目12-7

※上記書式をコピーしてご記入の上、 を た を て あて して 
さい。 

  

 
 年  月  日 

静 岡 県 書 道 連 盟 

長      

  者    

 

名  

名  

下記 に いて、静岡県書道連盟のご をいた た いたします。 

記 

   名                      

 会 年 月 日 年  月 日 

 会                      

   者      

 

名  

    

 の  
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当

該

支

局

長

連
盟
会
員
又
は
関
係
者

当

該

支

部

長

理事長

大河紫流
090-3561-9288
054-627-8191

本部事務局員（弔電）

土屋一美
090-9930-2250
054-248-1182

本部事務局長

早瀬明觀
090-4263-9019
0538-33-0089

本部副事務局長

平松春麗
090-2689-7131
0547-36-2748

会報部長

大久保華汀
090-7619-1892
053-463-3189

本部副事務局長

目秦魁舟
090-3389-8197
053-433-0401

会計部長

戸本松庭
090-5454-9388
054-624-3651

推薦教授部長

平田藍水
090-7850-9967
0538-37-0239

本部副事務局長

丸山翠心
090-3421-5825
054-366-4684

書きぞめ展・書写推進委員長

吉田松道
090-5606-6225
054-260-4156

書きぞめ展・書写推進事務局長

岩見朱鳳
090-7430-7196
054-352-0772 

東部支局長

磯邊哲舟
090-4196-8229 
055-083-0085

東部支局事務局長

宮本暉篁
090-5009-4887
0545-52-1649

中部支局長

藤原岳城
090-1746-8489 
054-627-8734

中部支局事務局長

堀越桂子
090-6085-1427
054-641-5588

西部支局長

野中尾堂
090-4268-9960
053-589-0478

西部支局事務局長

藤原玉華
090-8545-1170
053-526-7253

支局相談役
中部地区各支部長へ

支局相談役
西部地区各支部長へ

支局相談役
東部地区各支部長へ

弔電発信

一般会員の場合はこのラインまで〈連絡範囲〉

当該支部長は弔電発信担当者にFAXする

令和４・５年度連絡網
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会長

大石大梅
053-461-2314
同上

東部所轄　顧問・相談役担当

林　桐翠
090-1758-6609 
0545‒52-5313

副会長

是永尚志
090-7318-3353
054-247-5567

中部所轄　顧問・相談役担当

小泉玲洸
090-4401-8100
054‒635-2309

副会長

田代香桃
090-1280-8888
053-575-0880

西部所轄　顧問・相談役担当

大塚彩風
090-9896-0993
053‒465-5267

公募展部長

久野流水
070-2227-5769
0545-64-4131

連盟展部長

井上鐘硯
080-5104-1449
055-986-4103

書きぞめ展・書写推進東部委員長

鈴木玉翠
090-8686-4526
055-977-9969

書きぞめ展・書写推進中部委員長

弓岡秋穂
090-6642-0165
0547-36-1321

副理事長

小野光倫
090-7691-8283
055-963-5980

書きぞめ展・書写推進西部委員長

小沢花游
090-1864-3079
053-454-3719

理事・常任理事の場合はこのラインまで
（本部役員以上の歴任者） 
の場合はこのラインまで

要職にあった方

連絡先が留守の場合は、飛び越えて連絡
しておき、後刻再び連絡してください。

基本的な連絡網なので、事例によっては
柔軟な対処をしてください。

氏　名
電話番号
FAX番号

副理事長

三ッ岡瑾流
090-3158-6544
0545-33-1977

副理事長

石川清翠
090-1784-1332
 054-246-0924

副理事長

師岡素山
090-5616-3302
053-453-9441
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協 力 団 体 一 覧 表

加藤表具店
〠430-0929
浜松市中区中央一丁目14番2号
TEL（053）４５２－４０９０
FAX（053）４５２－４０９２

書道用品販売（額装・軸装）

㈱ 欣 生 堂
〒435-0056　浜松市東区小池町２５６９

TEL ０５３－４６３－９８３７
FAX ０５３－４６４－５５３０
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星光社印刷株式会社
代表取締役社長
静岡市駿河区豊田3-6-12
電話〈054〉286-3131

白谷　雄一

文具　紙製品　事務用品　事務機器

株式会社 野呂商店
〒420-0048　静岡市葵区桜木町１の１

TEL(０５４）２５５－８４０８㈹
FAX(０５４）２５３－４９０５　

〒438-0078　磐田市久保町３０３
TEL.０５３８－３２－４３２３

襖
・
障
子
ハ
リ
カ
エ

掛
軸
・
額
・
表
装

永香堂

山本表具店
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静岡県書道連盟名簿
発行日　令�和�４�年�9�月�30�日
発　行　静岡県書道連盟　事務局
会　長　大　石　大　梅

〒430-0851 浜松市中区向宿2丁目19-9
理事長　大　河　紫　流

〒425-0028 焼津市駅北1丁目8-25
印　刷　星光社印刷株式会社

〒422-8027 静岡市駿河区豊田2丁目４-30

静岡県書道連盟についてはホームページをご覧ください。

http://shizuoka-kenshoren.org

静岡県書道連盟 検索索

〈お問い合わせ〉　本部事務局
〒438-0017　磐田市安久路2－32－10
早　瀬　明　觀
T E L 090-4263-9019
MAIL hayase@ai.tnc.ne.jp 

静岡県書道連盟




